
　11月定例会は、11月17日から12月4日までの18日間にわたって開かれ、条
例案や補正予算、人事案件など市長提出議案38件、議員提出議案6件につい
ての審議などを行いました。

会派の
略称説明

自由民主党名古屋市会議員団　　　　名古屋民主市会議員団　　　　公明党名古屋市会議員団　　　　　　 　　減税日本ナゴヤ　　　　　　
日本共産党名古屋市会議員団　　　　なごや陽向の会　　　　　　　なごや創政会　 　　　　新生会　　　　　日本維新の会名古屋市会議員団

自民 民主 公明 減税
共産 陽向 維新新生創政

11月定例会開会中に行った所管事務調査

常任委員会での議論の様子は、市ウェブサイト（市会情報）
から録画中継を視聴できます。

所管事務調査とは…常任委員会が委員会の所管に属する名古屋市
の施策・事業について調査を行うことです。

債務負担行為とは…複数年度にわたる契約の締結などにより、翌年度以降に債務を負う内容をあらかじめ予算で定めておくものです。

委員会

財 政 福 祉 委 員 会

教育子ども委員会
経 済 水 道 委 員 会
都 市 消 防 委 員 会

内　　容
名古屋市新型インフルエンザ等対策行動計画の改定（案）について
名古屋市食育推進計画（第5次）（案）について
八幡小7年次リニューアル改修及び体育館空調その他衛生工事の工事請負契約の締結について
中小企業振興会館中央監視装置更新工事の工事請負契約の締結について
名古屋城三の丸地区まちづくりについて

「名古屋市家庭廃棄物等の持ち去りの防止に関する条例の制定について」を可決
■「名古屋市家庭廃棄物等の持ち去りの防止に関する条例の制定について」は、全会一致により原案どおり可決しました。

●子ども・若者への文化体験提供事業
 ・・・4,000万円

■11月定例会では議案の審査のほかに、常任委員会において以下の事項について所管事務調査を行いました。

子ども・若者への文化体験提供事業などに関する補正予算を可決
■補正予算の主な内容は次のとおりです。（１万円未満は四捨五入しています。）

食育推進PRキャラクター
「なごや食育新鮮組」▶

　子ども・若者へ様々な文化体験機会を無償
で提供する事業について、寄附金が見込みを
上回ることによる補正

●職員の給与改定等 ・・・78億7,214万円 ●第20回アジア競技大会及び第５回アジア
　パラ競技大会
　開会式・閉会式仮設席の賃借
 ・・・3億3,400万円（債務負担行為）

　給与条例の改正に伴う職員の給与改定等、
公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等
に関する特別措置法の改正に伴う教職調整額
の引上げ等

　平成23年12月に、議員提案により名古屋市集団回収における古紙の持去り防止に関する条例が制定され、古紙の持ち去り防止の成果が上
がっています。一方、令和3年頃から金属の市況価格の高騰に伴い、アルミ缶だけでなく不燃ごみや粗大ごみの持ち去りに関する市への通報
が急増しています。こうした現状を踏まえ、一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物全般などの持ち去りを防止する条例を制定するものです。

何のために条例
を制定するの？

資源回収

本号は令和8年1月16日現在の編集です。

名古屋市ウェブサイト（市会情報）▶
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議会の活動

な 市会だよりごや広報
名古屋市会の議場は全国でも珍しい円形になっており、円滑な議会運営を目指し、議席を円形にしたと言われています。▶

令和８年（2026年）2月 第199号

11月定例会特集号
11月定例会の日程（概要）

開 

会
閉 

会

11/17
本会議

市長提出議案について
市長より提案説明

11/21～26
本会議
議案外質問

（→詳細は、２・３面）
市長提出議案（人事案件1件）

について議決

11/27～12/3
常任委員会

市長提出議案について審査
（→詳細は、２・３面）

12/4
本会議

市長提出議案など
について議決

《条例の主な規定》
●市および事業者の責務
●市および規則で定められた者以外による家庭廃棄物等の収集または運搬の禁止、これらの行為をした者に対する勧告・命令等
●正当な理由がなく命令に従わない場合にその旨を公表 ●命令に違反した者に対する罰金（50万円以下）
《施行期日》
●令和8年4月1日（ただし、一部の規定は同年10月1日）
《常任委員会における主な審議の内容》
●条例の施行までの周知・啓発方法 ●持ち去りに関する警察との連携
●家庭廃棄物等の買い取りを行う事業者への働きかけに関する課題 ●家庭廃棄物等の持ち去り発見時の対応
●条例の施行により影響を受けるホームレスや生活困窮者などに対する当局の対応


